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建築工事監理業務委託特記事項　
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３　業務の内容

２ 業務概要

海老名市立今泉小学校増築校舎に係る新改築工事及び改修工事の監理業務等を行うものとす
る。

  監理業務の内容は、共通仕様書「第２章工事監理業務の内容及び範囲」に規定した項目のほ
か、下表のⅠ～Ⅱに掲げる業務内容とする。なお、その詳細については業務着手時に監督員と協
議しなければならない。

１　工事監理業務仕様書の適用

工事監理業務仕様書（以下「仕様書」という。）で、□印及び■印の付いた項目については、■印
の付いた項目を適用する。また、仕様書に記載されていない事項は、「建築工事監理業務委託共
通仕様書（国土交通省）」（以下「共通仕様書」という。）による。

Ⅰ　工事監理に関する業務

項　　目 備考

(1) 工事監理方針の説明等 工事監理方針の説明

工事監理方法変更の場合
の協議

工事と設計図書との照合及び確認の結果報告等

工事監理報告書等の提出

Ⅱ　その他の業務

項　　目 備考

(2) 設計図書に照らした施工図
等の検討及び報告

施工図等の検討及び報告

工事材料、設備機器等の
検討及び報告

工事と設計図書との照合及び確認

(9)
工事と工事請負契約との照
合、確認、報告等

工事と工事請負契約との
照合、確認、報告

工事請負契約に定められ
た指示、検査等

工事が設計図書の内容に
適合しない疑いがある場
合の破壊検査

請負代金額の検討及び報告

工程表の検討及び報告

設計図書に定めのある施工計画の検討及び報告

工事請負契約の目的物の引渡しの立会い

関係機関の検査の立会い等

(12)

設計図書の内容に変更が
生じた場合の変更設計図書
作成

変更図面作成

変更内訳作成



建築工事設計図書作成基準

公共建築木造工事標準仕様書

公共建築工事標準仕様書（建築工事編/電気設備工事編/機械設備工事編）

公共建築改修工事標準仕様書（同上）

建築工事標準詳細図

電気設備工事標準図/機械設備工事標準図

建築設備工事設計基準・要領

建築・電気設備・機械設備工事監理指針

建築改修工事監理指針

公共建築数量積算基準（参考）

公共建築設備数量算出基準（参考）

公共建築工事積算基準（参考）

公共建築工事標準単価積算基準（参考）

学校環境衛生基準

中学校施設整備指針

学校施設バリアフリー化推進指針

その他関係法令

  監理業務における成果物等及び提出部数は別表１による。

別表１　設計成果物納品リスト

№ 部数 適用 電子ﾃﾞｰﾀ

1 1部 ■ □

2 1部 ■ ■

3 1式 ■ □

4 1式 ■ ■

5 1式 ■ □

※

※

※

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

監理業務報告書 人日数表、監理日誌等

竣工図原図 施工図含む CAD（jww）,PDFをCD提出

４　適用基準等

  受託者は、次に示す基準等に基づき設計業務を実施するものとし、これ以外の基準等を適用す
る場合は、あらかじめ監督員の承諾を得なければならない。

５　成果物等及び提出部数

成 果 図 書 内　　容 備　　　　考

その他資料 法令手続き書類とりまとめ等

成果図書の一覧表の内容については、必要に応じて市担当者及び受託者との協議により変
更できるものとする。

成果図書における使用品（ファイル等）については、再資源化の可能なものを使用すること。

電子データの提出は、CD-Rにてウイルスチェックし提出すること。

議事録 その都度及び終了時に一式

変更設計図書 印刷出力、RIBCファイル CAD,PDF等

工事の設計内容に変更が生じた場合は、工事請負者との協議内容、変更内容（概算金額含
む）を市で定める様式で作成し、速やかに市へ提出すること。また、変更設計図書の作成に
ついては、市の担当者が指示する期日を遵守すること
なお、特別な事情により期日までの対応が困難な場合は、速やかに市の担当者に通知し協
議すること

業務の遂行上必要な資料で、市側が所有するものは原則貸与し、業務完了と同時に返却す
ること

その他詳細及び疑義が生じた場合は協議による

本市では海老名環境マネジメントシステムの運用に伴い、「契約事業環境配慮マニュアル」
の適用となっている。よって、本委託は、その環境配慮マニュアルに基づき別紙の項目で対
象となる事項について環境配慮を行うこと

本業務の実施にあたり建築基準法、消防法、その他各関係法令・規則等を確実に遵守する
こと

官公署手続きは、全て業者の責任と負担に於いて行うこと

６　特記事項

常に密接な連絡を取り、業務を円滑に行い、定められた期間内に業務を完了すること

業務の遂行上知り得た情報については、守秘義務を厳守することは基より、公共事業という
認識と責務を果たすこと

契約後速やかに「監理業務計画」を提出し、市の確認を受けること

工事の工種に合わせ、十分な監理体制をとること

事業所管課との調整は、原則として市監督員が行うものとし、必要に応じて市監督員の要請
により受託者も同席するものとする。




